
保護者のみなさまへ
子供が、SNSを通じて犯罪に巻き込まれる被害が増えています。
インターネットは、緊急時の連絡等、便利な反面、インターネット上には様々な情報

が氾濫しており、使い方を間違えると犯罪に巻き込まれる危険もあります。
子供にスマートフォン等を持たせる場合、ネットリテラシー（インターネットを適切

に使いこなす能力）が未熟なため、大人が適切に管理し、見守っていくことが大切です。

～家庭でのルールづくり～

・ゲームの内容に応じてアプリストア内などに

表示されている対象年齢を参考に、子供に遊ば

せるゲームを決めてください。

・スマホの基本ソフト（OS）や、携帯電話事業者

などが提供するフィルタリングサービスを利用

してください。

・フィルタリングなどの対策は、スマホだけで

なく、ネットにつながる小型ゲーム機や音楽

プレーヤーにも必要です。
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（ 人） 福祉犯被害少年 Ｓ ＮＳに起因

ＳＮＳを通じて被害にあった児童・生徒数（茨城県）

安全で安心なインターネット利用のために、すぐにできる

ことはフィルタリング利用とルールづくりです！

【令和元年中の特徴等】
○ 福祉犯被害少年110人のうち、ＳＮＳ
に起因して犯罪被害に遭った少年は35人

（過去５年で最多）
○ 学職別では、中学生（18人）、高校生
（17人）で全て女子

○ 罪種別では、児童ポルノ（18人）が
最多、青少年健全育成条例（10人）、
児童買春（２人）の他、強制わいせつや
略取誘拐による凶悪犯被害（各１人）も
発生

○ 過去には、男子中高生が被害に遭った
事件も発生

※ 福祉犯とは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など少年の心身に有害な影響を与え、少年の

福祉を害する犯罪をいう。括弧内は、誘拐や強制わいせつ等の重要犯罪等の被害を示す。


